
第
六
号
議
案

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
の
大
分
県
立
総
合
体
育
館
（
以
下
「
総
合
体
育
館
」
と
い
う
。
）
の
項
中
「
大
分
県

立
総
合
体
育
館
（
以
下
「
総
合
体
育
館
」
と
い
う

。
）
」
を
「
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
（
以
下
「
フ
ェ

ン
シ
ン
グ
場
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
総
合
体
育
館
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
申
請
書
」
を
「
フ
ェ
ン

シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
合

体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
書
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立

フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
総
合
体
育
館
の
柔
道
場
、
剣
道
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
オ
ー
ル
、

ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
オ
ー
ル
又
は
」
及
び
「
、
卓
球
を
行
う
た
め
に
大
体
育
室
、
小
体
育
室
又
は
剣
道
場
を
個

人
で
利
用
す
る
場
合
及
び
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
行
う
た
め
に
大
体
育
室
又
は
小
体
育
室
を
個
人
で
利
用
す
る
場

合
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
総
合
体
育
館
の
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
」
に
、
「
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
書
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用

許
可
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
総
合
体
育
館
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
」
を

「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
書
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
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ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
中
止
届
」
を
「
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に

あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
中
止
届
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
申
請
書

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許

可
申
請
書

」
に
、
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
の

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
書

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書

」

に
、
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
の

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ

場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
書

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

利
用
許
可
変
更
承
認
書

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「大

分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
中
止
届

」
を
「大

分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
中
止

届

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

県
立
総
合
体
育
館
の
体
育
館
施
設
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
提

案
す
る
。
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大
分
県
立
ス
ポ
ー
ツ
施
設
利
用
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
案

現

行

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
利
用
時
間
）

（
利
用
時
間
）

第
二
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
時
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
時
間
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
施
設

利
用
時
間

ス
ポ
ー
ツ
施
設

利
用
時
間

大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「
武
道
ス
ポ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

ン
タ
ー
（
以
下
「
武
道
ス
ポ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

」

と

い

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

」

と

い

う
。
）

う
。
）

大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

大
分
県
立
総
合
体
育
館
（
以

（

以

下

「

フ

ェ

ン

シ

ン

グ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

下

「

総

合

体

育

館

」

と

い

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で

場
」
と
い
う
。
）

う
。
）

大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場

大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場

（

以

下

「

庄

内

屋

内

競

技

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

（

以

下

「

庄

内

屋

内

競

技

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

場
」
と
い
う
。
）

場
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
休
業
日
）

（
休
業
日
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

総
合
体
育
館

の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
利
用
許
可
の
申
請
等
）

（
利
用
許
可
の
申
請
等
）

第
四
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
よ
う

第
四
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
よ
う
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と
す
る
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道

と
す
る
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
、
総
合

ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
申
請
書

体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
申
請
書

（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄

（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄

内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
指
定
管
理

内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
指
定
管
理

者
に
利
用
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
利
用
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
管
理
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
許
可
す
る
と
き
は
、
武
道

２

指
定
管
理
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
許
可
す
る
と
き
は
、
武
道

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利

用
許
可
書
（
第
四
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県

用
許
可
書
（
第
四
号
様
式
）
を
、
総
合
体
育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総

立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書
（
第
五
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技

合
体
育
館
利
用
許
可
書

（
第
五
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技

場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
書
（
第
六
号
様

場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
書
（
第
六
号
様

式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
利
用
）

（
個
人
利
用
）

第
五
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
武
道

第
五
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
武
道

場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合
及
び
卓
球
又
は

場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合
及
び
卓
球
又
は

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
行
う
た
め
に
多
目
的
競
技
場
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
行
う
た
め
に
多
目
的
競
技
場
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合

並
び
に

並
び
に
総
合
体
育
館
の
柔
道
場
、
剣
道
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
、
ク

フ
ェ
ン
シ
ン
グ

ラ
イ
ミ
ン
グ
ウ
オ
ー
ル
、
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
ウ
オ
ー
ル
又
は
フ
ェ
ン
シ
ン
グ

場
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合

場
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合
、
卓
球
を
行
う
た
め
に
大
体
育
室
、
小
体
育

室
又
は
剣
道
場
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合
及
び
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
行
う
た

の
手
続
に
つ
い

め
に
大
体
育
室
又
は
小
体
育
室
を
個
人
で
利
用
す
る
場
合
の
手
続
に
つ
い

て
は
、
指
定
管
理
者
が
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
別
に
定
め
る
と
こ

て
は
、
指
定
管
理
者
が
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

（
使
用
料
の
納
期
）

（
使
用
料
の
納
期
）

第
六
条

武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
又
は
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
の
利
用
の
許
可

第
六
条

武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
又
は
総
合
体
育
館
の

利
用
の
許
可

を
受
け
た
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武

を
受
け
た
も
の
は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武

道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
書
の
交
付
を
受
け
る
際
、
フ
ェ
ン
シ
ン

道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
書
の
交
付
を
受
け
る
際
、
総
合
体
育
館

グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
書
の
交
付
を
受

に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
書

の
交
付
を
受
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け
る
際
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
る
際
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教

い
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教

育
委
員
会
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

育
委
員
会
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

回
数
券
に
よ
り
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

２

回
数
券
に
よ
り
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
又

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

は
総
合
体
育
館
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

回
数
券
の
発
行
を
受
け
る
際
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
納
入

回
数
券
の
発
行
を
受
け
る
際
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
許
可
の
変
更
の
承
認
の
申
請
等
）

（
利
用
許
可
の
変
更
の
承
認
の
申
請
等
）

第
七
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用

第
七
条

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
（
以
下
「
利
用

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
総
合
体

シ
ン
グ
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認

育
館
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書

申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分

（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分

県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
に

県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
に

よ
り
、
指
定
管
理
者
に
変
更
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
、
指
定
管
理
者
に
変
更
の
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
号
様
式
）
を
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場

ン
タ
ー
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
号
様
式
）
を
、
総
合
体
育
館
に
あ

に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十

つ
て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
許
可
変
更
承
認
書

（
第
十

一
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競

一
号
様
式
）
を
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競

技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
利
用
者
に
交
付
す
る

技
場
利
用
許
可
変
更
承
認
書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
利
用
者
に
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
利
用
の
中
止
届
）

（
利
用
の
中
止
届
）

第
八
条

利
用
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

第
八
条

利
用
者
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

は
、
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
武
道
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
利
用
中
止
届
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
に

ン
タ
ー
利
用
中
止
届
（
第
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
、
総
合
体
育
館
に
あ
つ

あ
つ
て
は
大
分
県
立
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
場
利
用
中
止
届
（
第
十
四
号
様
式
）

て
は
大
分
県
立
総
合
体
育
館
利
用
中
止
届

（
第
十
四
号
様
式
）

［第６号議案］
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に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利

に
よ
り
、
庄
内
屋
内
競
技
場
に
あ
つ
て
は
大
分
県
立
庄
内
屋
内
競
技
場
利

用
中
止
届
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
直
ち
に
、
指
定
管
理
者
に
そ
の

用
中
止
届
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
直
ち
に
、
指
定
管
理
者
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
九
条
～
第
十
二
条

（
略
）

第
一
号
様
式
（
略
）

第
一
号
様
式
（
略
）

第
二
号
様
式

第
二
号
様
式

［第６号議案］
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第
三
号
様
式
・
第
四
号
様
式
（
略
）

第
三
号
様
式
・
第
四
号
様
式
（
略
）

第
五
号
様
式

第
五
号
様
式

［第６号議案］
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第
六
号
様
式
・
第
七
号
様
式
（
略
）

第
六
号
様
式
・
第
七
号
様
式
（
略
）

第
八
号
様
式

第
八
号
様
式

［第６号議案］
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第
九
号
様
式
・
第
十
号
様
式
（
略
）

第
九
号
様
式
・
第
十
号
様
式
（
略
）

第
十
一
号
様
式

第
十
一
号
様
式

［第６号議案］
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第
十
二
号
様
式
・
第
十
三
号
様
式
（
略
）

第
十
二
号
様
式
・
第
十
三
号
様
式
（
略
）

第
十
四
号
様
式

第
十
四
号
様
式

第
十
五
号
様
式
（
略
）

第
十
五
号
様
式
（
略
）

［第６号議案］
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大分県立スポーツ施設利用規則の一部改正について

１ 改正理由

大分県立総合体育館（以下「総合体育館」という。）の体育館施設を令和２年４月１日から

大分市へ移管することに伴い、規定を整備する必要があるため

２ 改正内容

(1) 「大分県立総合体育館」を「大分県立フェンシング場」に、「総合体育館」を「フェン

シング場」に改める（第２条第１項の表、第３条第２項、第４条、第６条第１項、第７条、

第８条、第２号様式、第５号様式、第８号様式、第１１号様式及び第１４号様式関係）。

(2) 総合体育館の体育館施設の個人利用に係る規定を削る（第５条関係）。

(3) 回数券による総合体育館のトレーニングルームの使用料に係る規定を削る（第６条第２

項関係）。

３ 施行期日

令和２年４月１日

［第６号議案］
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